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申

問

■お問い合わせ先　富岡消防署     22－2119　楢葉分署     25－2119　川内出張所     38－2119

富岡消防署

『消したかな』あなたを守る　合言葉 2010年度
全国統一防火標語

住宅用
火災警報器の
早期設置

住宅用
火災警報器の
早期設置

住宅用火災警報器の設置期限が迫る！

● ●

防火対策に努めましょう!!

● ●

多発するストーブ火災に注意！
　暖房器具の中でもストーブによる火災は、毎年火
災原因の上位となっています。そのほとんどは、「使
用者の不注意」によるものです。
 どんな種類のストーブでも火災につながる可能性
がありますので、正しい使用方法を心がけましょう。

【ストーブを使用する際の注意点】
●ストーブ上や周囲には、洗濯物を干さない。

●ストーブをつけたまま寝ない。外出しない。

●スプレー缶などをストー
ブのそばに置かない。

●給油をする際には、必ず
火（電源）を消してから
行う。

子どもには火遊びをさせない！
　火遊びによる火災のうち、ライターが原因となっ
ているものが多く発生しています。
 子どもたちの大切な生命を火災から守るためにも、
ライター等の取り扱いには十分注意しましょう。

【火遊びによる火災防止のポイント】
●ライターやマッチ等を子どもの手の届く場所
に置かない。

●子どもだけで火を取扱わ
せない。

●火災の恐ろしさについて、
きちんと説明する。

●子どもだけを残して外出
しない。

　一般住宅の寝室等に住宅用火災警報器を平成23年
５月31日までに設置することが定められています。
皆さんのお宅には、設置済みですか？
 双葉郡内でも「付けていて本当によかった。」とい
う事例が報告されていますので、早期設置を心がけ、尊い家族を火災から守りましょう！

火災
 多発期!

平成23年5月31日まで
残り151日

（平成23年1月1日現在）
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　森林環境交付金事業として、県産間伐材を使用した
木製テーブルと木製ベンチが、五社山展望台と二ツ沼
総合公園に設置されました。ご利用ください。

五社山展望台
テーブル　１基
ベンチ　　２基

二ツ沼総合公園
ベンチ　３基

産業グループ


